
意見書第６号 
 
 

地方財政の充実・強化に関する意見書 
 
 
 地方公共団体には、急激な少子・高齢化にともなう社会保障制度の整備、
子育て施策、人口減少下における地域活性化対策はもとより、ＤＸの推進、
脱炭素化、物価高騰対策など、極めて多岐にわたる新たな役割が求められて
います。加えて、多発化する大規模災害への対応や新興感染症への備えも求
められる中、地域公共サービスを担う人員は圧倒的に不足しており、職場に
おける疲弊感は日々深刻化しています。 
 政府はこれまで「骨太方針」に基づき、地方一般財源の前年度水準を確保
する姿勢を示してきました。しかし、増大する行政需要また不足する人員体
制に鑑みれば、今後はより積極的な財源確保が求められます。 
 このため、2026 年度政府予算また地方財政の検討にあたっては、現行の地
方一般財源水準確保より積極的に踏みだし、社会全体として求められている
賃上げ基調にも相応する人件費の確保を含めた地方財政を実現するよう、以
下の事項を求めます。 

 
記 

 
１．社会保障の充実、地域活性化、自治体ＤＸ、脱炭素化、物価高騰対策、

防災・減災、地域公共交通の再構築など、増大する地方公共団体の財政需
要を的確に把握するとともに、それを支える人件費を重視しつつ、現行の
水準にとどまらない、より積極的な地方財源の確保・充実をはかること。 

 
２．「地方創生推進費」として確保されている１兆円については、現行の財政

需要において不可欠な規模であることから、恒久的財源としてより明確に
位置付けること。 

 
３．自治体業務システムの標準化・共通化にむけては、その移行に係る経費

はもとより移行の影響を受けるシステムの改修経費や大幅な増額が見込
まれるシステム運用経費まで含め、必要な財源を補填すること。また、戸
籍等への記載事項における「氏名の振り仮名」の追加やマイナンバーカー
ドと健康保険証・運転免許証の一体化など、自治体ＤＸにともなうシステ
ム改修や事務負担、人件費の増大が想定される際は、十分な財政支援を行
うこと。 

  
以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。 
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